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研究プロジェクト計画

■気候変動

●都市環境管理

■森林保全

●環境教育

■環境ガバナンス

Reserch Proiect Plans 

0 Climate Change 

0 Urban Environmental Management 

0 Forest Conservation 

0 Environmental Education 

0 Environmental Governance 
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気候変動

企画者：西岡秀三

1. 目的

この研究プロジェクトの主要な目的は、国迎気候変勁枠紐条約の京都膜定田のなか

で取り上げられた気候変勁の重嬰な課題について、各国の政策担当者｀国際交渉の担

当者、 NGOそして民間部門に対して、戦略と政策の分析や提言を提供することにあ

る。

2. 背景

気候変動は、現代社会における最も緊急な問題となっている。 1997年12月に京都で

開催されたCOP3(国連気候変動枠組条約第 3回締約国会膳）では、 2008-2012年におけ

る附屈困 Iの締約00(工業国）からの温室効果ガス (GHGs)の排出抑制について合意を

見た。こうした徘出抑制を実施に移すために、京都職定祖は国内の政策と対策に焦点

を当てている一方で、国際的及び地域的な協力枠組みのもとで発展途上国の緩和措證

の実施を通じて附属也 Iの締約国が排出抑制を達成することを認める新しい国際的な

手法を設けている。

急速な工業化、経済の拡大そして人口の増大に伴って、地球規模の温室効果ガスの

徘出凪のなかでアジア諸国からの排出風が占めるシェアは他の地域と比べて殴も大き

くなることが予測されている。アジア諸国が結果的に温室効果ガスの排出鼠削減と発

展とを両立させるために、アジアの地域協力のための効果的な計画を直ちに策定する

必要がある。共同実施UUやクリーン開発メカニズム (CDM)といった京都膳定百のな

かで設けられた国際的枠組みを通して、アジア地城における気候変動に関する協力計

画が策定されなければならない。

さらに｀この地域では中進国からの資金及び技術の援助も始まっている。アジア地

城の固有の事情に基づいた戦略的な協力計画は、国迎気候変動枠組条約の推進に大き

く寄与する。発展途上国における気候変動対策の国家戦略も、それぞれの長期的な発

展計画に寄与するものでなければならない。現在の経済発展の段階において気候変勁

政策と経済計画とを統合するによって、経済成長に伴ってエネルギー生産システムも

現悦の保臨や保全に配慮したものとなりうる。

IGES 3 



IGESは、国際交渉のプロセスで何が起きているかについて共通の理解を持ち、共同

研究を推進し、・研究成果を良いタイミングで世界に発信することによって、学術的な

チャンネル等を通じて各国の政策に反映させるように｀これまで2回の準備会合を開

催した。

3戦と政策分析の分野

作業グループのメンパーは、次のようなこの分野について研究を実施することを計

画している。

1. 気候変動枠祖条約COP4の準備における緊急な政策ニーズ

(A)排出権取弓l(ET)、共同実施UI)、クリーン開発メカニズム(CDM)実施のため

の制度的枠組み

a.CDMの概念の明確化

b.CDM、共同実施、徘出権取引といったクイプの異なったメカニズムの相互

関連

C. 監視、通報、執行、検証のメカニズムの制度的なあり方の検討

d.JI/CDM実施基準を示す効果の評価ペースライン決定に関する現在の知見と

経験の評価

(B)技術評価、技術移転、資金供与と広範な参加といったCOP3で残された制度や

政策の諸問題

2. 中期的に行うべき研究諜題

(1)発展途上国における気候変勁政策と国内のエネルギー｀経済｀公害防止の優先

順位との統合

(2)どのように移転技術を評価するかを含めた、多国間資金供与メカニズム（他の

既存の多国間資金供与メカニズムとの比較）

(3)報告、検証、モニタリング、執行、不遵守と京都職定祖の不遵守の結果

(4)京都議定国の実施における民f1l1分野の関与のあり方
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(5)発展途上国の活動と将来の参加の可能性

3. 継続的に行っておくぺき研究分野

(l)経済モデルを使った、ダイナミックな経済構造の分析

(2)関連する技術の評価と普及；特に適切な技術

(3)新しい再生可能エネルギー資源利用の可能性

(4)京都謡定田と気候変動の課題：アジア太平洋地域におけるリージョナリズム

（地城主義）の可能性の検討

a. アジア・パプルの可能性

b. 地域的な資金供与メカニズムやCDMの実施主体

C. 地域でクローズした諸制度の検討と評価

4 研究方法

研究プロジェクトの目的を達成するために、次の活動を行う。

1. 上記の諸問題についての戦略と政策の分析

2. 中国、韓国、インドと共同して、研究のプロセスの各段階において研究結果を共

有するためのワークショップの開催

3従来の方法及び電子的な方法によって頒布する報告苔の作成

4. この地域の研究機関との協力のための効果的なネットワークの確立

5. 国家的及び国際的なレベルにおける効果的な気候変動政策の形成の推進

5. 期待される成果

アジア太平洋地城における気候変動の重要な問題点についての戦略と政策の分析

は、各国の政策担当者、同際交渉の担当者、 NGOと民間部門に提供され、国家的、地

城的、国際的なレベルにおける気候変勁の防止と緩和のための効果的な制度、法律、

政策の形成に資するものとなる。
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6. 研究機関との協力

タタ・エネルギー研究所、中国能源研究所、アジア開発銀行など気候変動問題を取

り扱うアジア太平洋地域及び他の地域の研究機関との共同研究を推進する。

7. 成果の普及

IGESは、出版物、インクーネット、 FCCC、IPCC、EcoAsia、APECなど頂要な国

際会議の機会を利用したワークショップ、そして国際機関との協力を通じて、各国の

政策担当者、国際交渉の担当者に情報を提供する。

6 IGES 



都市環境管理

企画者：井村秀文

l. 背景

●さまざまな環現問題の発生と解決の場としての都市

都市は人間活動と環境との相互作用が最も集約的に起きている小宇宙である。都市

の発展パターンをどのように変化させていくかは、地域的な環境問題のみならず気候

変動のような地球規模の環現問題解決の鍵にもなっている。都市は新しい政策を試み

る実験の場であり｀ある都市でうまくいった政策は別の国の都市に広めることができ

る。

●アジアにおける経済発展と都市化

アジアの賭都市は経済成長と平行して急速な変貌を遂げている。アジアは、 20世紀

末の数十年間において、目党ましい経済発展、それにともなう都市化と急速な環境変

化を経験した。中国などの諸国は、工業化の波に乗って、年率10%近い驚異的な成長

を達成しつつある。経済発展のための投資の多くは都市に集中してきた。そして、増

大する雇用機会と生活の盟かさに惹かれて、都市に流入する人口はますます増大して

いる。また、都市と股村の所得ギャップが拡大したため、貧しさに押し出されて農村

から都市に移動する人口も増えている。

●アジア諸都市の環境問題

アジアの環悦問題には 2種類の問題がある。急速に経済発展を達成しつつある都市

域の問題と、相対的に開発が遅れている腹村城の問題である。ここで、経済成長がも

たらす光と陰が同時に対照的に現れる場が都市でぁる。都市は｀工業化発展による多

くの果実を味わう一方で｀経済成長の歪みの結果として発生するさまざまな環境問題

に直面している。経済発展の初期段階では工業化に重点が霰かれるため、都市に工場

等が集中し、そこで大気や水の深刻な環境汚染が集中的に発生する。過剰な人口簗中

と都市的土地利用の拡大に対して、住宅・道路・下水道・廃棄物処理場等の都市のイ

ンフラ整備は追いついていない。特に、自動車交通の増大と公共交通機関の整備の遅

れのため、アジアの多くの都市で交通渋滞と大気汚染が深刻である。また｀経済成長

の恩恵に十分浴せぬ都市人口も増大しており、そこでは貧困にともなう賭問題が発生

している。
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●都市環境管理におけるガパナンス向上の必要性

アジア諸都市の経済発展と環境問題発生のパターンを概観すると、互いに多くの類

似点がみられる。経済成長とともに、環境問題が発生する。それにともない、都市の

環境管理、問題解決能力も向上している。しかし、問題の拡大が急速であるため、対

応が追いついていない例が多い。また、次々と新しい問題が登場しているにもかかわ

らず、行政能力、資金不足のために、対応が追いついていないのが現状である。都市

環境管理のための法律、基準などに着目すれぱ、それらの効果、効率を高めることが

必要である。都市環境管理におけるガパナンス向上は、アジア諸都市に共通した政策

課題の 1つとなってきている。

●日本の経験：その有効性と限界

大きな歴史的・地理的視点に立てば、日本が経験してきたさまざまな環境問題は、

多くのアジア諸都市が直面している問題の典型例、あるいは参照すべき 1つの物差し

としてみることができる。日本の都市は、他の諸都市に先駆けて深刻な都市環境問題

に直面したが、厳しい規制措置や汚染対策技術への投資•都市インフラの整備によっ

て、かなりの環境改菩を達成した。しかし、自動車交通公害、増大する一方の都市ご

みなど、解決策を見出せないままの問題も多い。日本の都市の経験をレピューし、分

析することによって；その有効性と限界、成功と失敗を明らかにし、アジアの諸都市

にとって役に立つ教訓を引き出すことが求められている。

●挑戦課題と新しい可能性

アジアの諸都市は、大気や水の汚染のような伝統的な問題への対処とともに、地球

温暖化対策、循環型社会システムづくりのような新たな挑戦課題にも直面している。

経済発展による物質的豊かさの向上を追究してきたアジア諸都市も、今後は、エネル

ギー的に効率の良い都市づくり、環境負荷の小さなライフスタイルヘの転換、資源リ

サイクルの推進など新たな課題に挑戦しなければならなくなっている。それらの諸都

市は、すでに先進工業諸国の都市で得られたノウハウや技術を利用することによって

後発の利を十分活かすことができるはずである。さらに、アジアの多くの国々では、

経済発展と工業生産の拡大にともなって、都市環境管理のための財政•技術基盤の改

菩を実現しつつある。これらの良い条件を最大限利用し、単に西欧の過去の都市発展

パターンを迪るのではない、持続可能な都市の新しい発展モデルをつくり出さなけれ

ぱならない。

●都市インフラ整備に求められる新たな視点

都市の環境改菩のためには、大凪公共輪送システム、下水道、腐棄物処理などの都
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市インフラの整備が不可欠である。しかし、それには膨大な資金が必要とされる。ア

ジア諸都市の現状に合った資金調達メカニズムのあり方が問われている。技術面で

は、日本などの先進国で採用されてきた大規模集中型技術と組み合わせて、小規模分

散型のローカルテクノロジーの活用を考えなければならない。こうした技術として

は、太陽光発電、パイオガスなどの利用、新しい俯報通信技術などがある。また、こ

れらの技術システムの整備とともに、都市活動を環境負荷の小さなものへと誘導する

ための経済社会システムづくりも重要である。

2. 目的

このプロジェクトの最終目標は、今後21世紀に向けたアジア地域の経済発展という

大きな潮流の中において、都市環境管理政策の指針となるような革新的なアイデアと

モデルを提示することである。このため、まず様々な国の環境管理に関する過去の経

験を集積する必要がある。さらに、アジア各都市における都市化と環境問題に関する

過去の経験と現状の比較分析・評価に基づいて、成功と失敗を明らかにし、そこから

教訓を引き出さなけれぱならない。次に、都市環埃管理を確実に進歩させるために必

要な政策手段、制度、技術選択、都市計画、インフラ整備、財源メカニズムなどに陳

する具体な例を提示することが求められる。

また、本プロジェクトでは、関連研究を支援するために必要なデークや情報を集

積、分析する。この作業により、都市環境管理システム（「環境ガバナンス」）に関する

惜報基盤を強化させることができる。これらは、中央・地方政府、市民、民間企業が

より効果的で、効率的な政策を採用するために有益である。また、これによって、国

や都市の間でそれぞれの都市環境管理の経験に関する情報交換が活発化することがで

きる。
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ケーススタディー
（日本、中国、韓国、

インドネシア、…）

蔀譴境管理の新しい靡

―と可廊生 l 

都市の持続可能な
発展のための戦酪

アジア諸都市の
慈モデル

図1 本プロジェクトの目的
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もう一つの目標は都市環境管理における日本の経験を客観的にレピューすることで

ある。日本の都市で採用されてきた現境管理の技術、法律、社会制度などは、現在急

速な工業化とそれによる環境汚染問題に直面しているアジアの諸都市に有用な伯報を

提供してくれるはずである。日本の採用したアプローチの有効性と限界を分析し、他

のアジア諸都市に対する日本型モデルの適用性、移転可能性を謡論する必要がある。

また、環境技術、エコピジネスの進歩、消費者の意識 ・行動変化をペースにして環境

産業都市をつくり出そうと試みている日本の都市の新しい挑戦についても目を向ける

必要がある。

3. 内容• 方法

3.1概略

本プロジェクトの成果（報告宙など）は、中央・地方政府、民間企業、市民、 NGOな

どにとって役に立つものでなければならない。このプロジェクトは他のIGESプロジェ

クト、とりわけ「現境ガパナンス」プロジェクトと密接な関係をとりつつ行う必要があ

る。本プロジェクトでは｀多くのアジアの諸都市で同時に起こっている工業化と都市

化との関係に特別の注意を払う。そして、田DP-ITプロジェクトとの協力を目指す。

このプロジェクトでは、他の組織で行われている関連プロジェクトとの重複作業は避

け、その独自性や比較優位性を強潤していく必要がある。

このため、各国からケーススタディー対象都市を選び、各都市の過去の経験と現状

に関する情報・デークを収集する。研究は、現地関査、共通の質問票によるデータ収

集、現地専門家によるデーク提供、一迎のワークショップを通じて実行する。このた

め、ケーススクディー対象の各都市の専門家に参加を求める。次いで、持統可能な発

展のために求められる新しい都市の発展モデルについて考究し、それを実現するため

の戦略をまとめる。

3.2研究項目

a. アジア諸都市の都市化と環境問題についての過去の経験、現状、メカニズムに関す

る比較研究

急速な経済発展と人口増大、士地利用変化の只中にある都市からケーススタディー

対象都市を選ぶ。次に、そこで現在発生している環境問題とその背景にある経済社会

的メカニズムを明らかにし、人口増加、経済活動• 生産規模拡大、モークリゼーショ

ン｀消費生活の変化と環境負荷発生の相互作用を定鼠化する。都市及びその周辺地域
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における土地利用の変化に着目し、市街地の増大、巽地の減少などの実態を分析す

る。同時に、都市インフラ整備の歴史をレピューし、将来の改菩に向けて取るべき対

策手法について考察する。そして、問題対処のための法律、行政組織・制度、技術｀

社会経済システムの有効性と問題点を分析する。

b. 産業転換にある都市：都市の開発と環境に関する日本の経験とモデル

都市の経済基盤は産業である。工業都市の場合、特にそうである。その都市に存在

する産業の内容、特性によって、環境問題の態様も変化し、環境管理の理念や手法も

変遷する。日本の都市を例に取ると、かつては重厚長大産業が主の工業都市が多かっ

たが、これらの都市の多くがサービス産業を主とする業務都市に変わっている。ま

だ工業都市においても、産業の主役は情報・通信などのハイテク産業にシフトしつ

つある。また、製造業においては、資源リサイクル、ゼロエミッション化などの取組

が活発化しており、そこには新しいエコピジネス、環境産業の発展可能性が開けつつ

ある。そこで、日本の工業都市（北九州市など）をモデルとして、現在進行している産

業転換の内容を分析し、そのモデルを他のアジアの諸都市に移転することの可能性、

問題点などを研究する。

また、産業部門における変化は、経済システムの下流部に位爵する消費者の行勁を

も大きく変えつつある。アジア各国の都市におけるライフスクイルの変化は、かつて

の高度経済成長期の日本のそれを坊彿とさせるものである。その変化は大規模かつ急 ，

速であり、都市の現境管理にとっても重要な意味を持つ。このため、酎久消費財の普

及、食生活の変化、冷暖房等の住宅状況の変化などと都市活動から発生する環況負荷

の関係を分析するとともに、大磁消喪型の発展パクーンからの転換方策について検討

する。

この研究成果は、 IHDPの産業転換プロジェクトに提出する。

C. 都市インフラ整備の戦略：公共輸送機関、下水道、廃棄物管理、水・鑓力供給など

のシステム

都市環境の改菩のためには、交通、下水道、瀦棄物収集・処理・処分などのインフ

ラストラクチャーを整備することが不可欠である。しかし、アジアの諸都市では、業

務用ピルや道路の建設は急速に進行しているにもかかわらず、資金不足などのため、

都市環境インフラの整備は遅れている。したがって、アジア諸都市が證かれた経済

的、技術的な条件を考慮した、もっと効果的、効率的な閑況インフラ整備の戦略を提

示する必要がある。
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そこで、まず、物質・エネルギー消質と魔棄物の発生屈などについて、都市の経済

活動から発生する環汲負荷を分析する。次いで、環悦改善目標を達成するために必要

な都市環埃インフラの整備水雄を明らかにする。仮に現在の日本に近い水準まで都市

の環揉インフラを整備しようとした場合の資金需要は膨大である。日本の都市と同様

の集中型の環境インフラ整備を実現しようとする場合、集中型に代わる分散型システ

ムを採用する場合などの、いくつかの政策オプションを想定し．それらの技術的、資

金的な実行可能性、環坦改菩効果などを比較分析する。これに基づき、これまでの日

本の都市よりもむしろ先進的な循環型都市（エコタウン）づくりを目指した新しい都市

環境インフラ整備の戦略の提案を試みる。特に、公共輪送機関整備による都市交通の

管理、資源リサイク）し｀自然エネルギー利用の促進などに焦点を当てる。

d. 都市環撓管理におけるガパナンスの改菩に関する戦略

アジア各国は既に環境法や基準の整備を行ってきている。アジアの諸都市は、都市

計画や土地利用規制の権限も有している。法律や環境管理システムはある意味ではそ

れなりに整っていると日えるが、それらは実際には効果的には実施されていない。さ

らに｀資金不足などのために、都市環境インフラの整備はほとんどなされていない例

が多い。このような実態を見ると、アジア諸都市における閑況管理に求められるの

は、ガバナンス (EnvironmentalGovernance)の改善である．そこで、具体的な都市を

対象として、都市環況管理のために導入されている法律、条例、甚準、行政制度｀資

金調達方法等の実施実態を関査し、環境管理統治能力上の問題点を抽出・整理し、そ

の改菩のために必要な戦略をまとめる。

12 

法律、制度

経済

一技術

インフラ

持院可能な都市発展のための戦略

環隣ガバナンスの改善

アジア諸都市の新発展モデル

図2 本ブロジェクトの対象領域
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3.3ケーススタディー

本プロジェクトの大きな柱は、いくつかの都市を選ひ．、そののケーススタディーを

実施することである。各ケーススクディーは、現地研究チームによるバックグラウン

ドペーパーの雌備とその都市でのレピュー会合によって行う。それぞれのケーススタ

ディーから政策レピューペーパーをまとめる。ケーススクディーではカパーできない

要素については、それを補完するための色々な分析を行う。ケーススクディーの結果

を含めたすべての関迎研究の主な成果をまとめて総合分析レポート（位終報告困）とす

る。

ーローこ
三 I

↓ 

嘉ばり音贔

図3 ケーススタディー

くケーススタディーのガイドライン＞

a. ケーススクディー対象都市の選択基準

●巌も深刻な問題に直面している都市（例えば、その国で最も汚染のひどい都市）、

あるいは、早期に対策が求められている都市

●他の都市の教訓となるような典型的な経験を持つ都市
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●他の都市のモデルとなるような都市

●それぞれの都市では、 1ないし 2の主要問題を同定する（例えば、北九州市で

ば汚染との戦いと“環境産業＂振興）

●地域的なバランス

●政府の支援と協力体制が確保できること

●情報源の翌富さ、脩報の入手可能性

b. 現地研究チームとパックグランドペーパーの準備

●ケーススタディー都市に関するデータを収槃・分析する現地研究チームを編成

し、レピューチームが現地調査をする際に提出するバックグランドベーパーを作

成する

●パックグランドペーパーで集められるデータ（例）

一社会経済状況

一人口統計の状況と移住

ー工業生産

一環坑の質

一環坑インフラ

一法体系

ー制度

ー公共・民間投資

一意志決定過程

―市民参加と意識

ーその他の関連デーク

●パックグランドペーバーでは、その都市の経験をレビューし、成功したこと、ま

だ成功していないことの内容を示す

c. レビュー会合

●各ケーススタディーでは、 IGES研究チームのメンバー、現地・中央政府の関係
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者、その他の専門家が参加してレピュー会合を開く

●会合ではバックグラウンドドキュメントに基づいて、その都市の環境管理システ

ムがどのように機能しているかどうかをレピューする

●以上の結果を政策レピューレポートにまとめる

d. 比較研究の共通項目

●ケーススタディーでは共通の分析基盤が必要である

●各都市では、多様な問題（例えば、大気、水、廃棄物、エネルギー、土地利用な

ど）の中から、その都市に飛も特徴的な 1つないし 2つの賃要な問題を採りあげ

るようにする。

●問題の発生原因、現状、対策、原因と結果の因果関係

●取られた行勁

●採用された政策手段

●いかに実行するか、達成目標は何か？

●政府、市民、民間企業などの反応は？

●成功、あるいは失敗の主な原因は何だったのか（例えば、法的な手段、制度、経

済要因、利用可能な技術、公的あるいは民間の投資、意志決定プロセス、市民参

加と意識、広報活動、ニューレクーやレポートや苔籍などによる伯報の普及）

e. 政策レピューペーパー

●レピュー会合の後に、政策レピューペーパーを作成する。これは、環境管理シス

テムの今後の政策の方向やあり方についての示唆に富む内容とする。

4. 期待される結果

研究対象の内容・範囲が総合的で広範であるため、具体的なケーススクディに基づ

いて、総合分析レボートを作成する。さらに、特定の重要課題ついて政策レボートを

作成するとともに、シンポジウムを開催して研究成果を広く普及させる。

4.1総合分析レポー ト（最終報告因）

想定される俎終報告匂の構成は次の通りである：
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a比較分析：アジア都市の環境の歴史と現在の状況

●政策立案者、その他さまざまな腿係者に役立つよう、ケーススクディと他の関連

研究で明らかになった主要な知見をまとめる。

b. 都市の持続可能な発展を達成するための戦略

●ケーススクディと他の関連研究の主要な結渠をとりまとめる

●郡市の環坑管理の指針となる革新的なアイデアやモデルを提示する

●祁市の環境管理ガバナンスを向上するための革新的な手段を提示する

●持絞可能な新都市発展バク ーン（例えば、生産・消費パクー ン、ラ イフスクイ

ル、制度、技術、経済手段、敦行、岱報など）

●技術移転

●財政メカニズム

●後発の利を活用するための戦略

●さまざまな関係者とのネットワーク

●都市問協力

●その他

c. 行動についての勧告

16 

●管理システムの効果的かつ効率的な運用

●空気、水、 GHG、廃棄物、省エネルギー対策

●郡市インフラの整備

●郡市計画土地利用計画

●人材育成

●プロジェクトの実施説明

●デークと情報の必要性の確認

●その他
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d. 特定グループヘの勧告

a. 国家政府（先進国、発展途上国）

b. 現地当局

C. 民間企業（産業、エネルギー、輸送、腹業、観光、金融など）とNGO.

d国際的な組織(Rio+IO、世界銀行、アジァ開発銀行、国迎本体）

e. 学術機関（大学、学会、研究グ）しーブ）＞

4.2特定問阻に関するレポート

レポートのタイトルと内容は以下のとおりである：

a. 「アジア都市の環境管理の現状と課題」レポート

都市化と環境問題の歴史的な過程、現状を分析する（ケーススタディ都市における実

際の問題を中心に）。

b. 「都市における産菜転換に関する日本の経験」レポート

日本の工業都市における環境管理システムの有効性、アジア都市への移転可能性に

ついて明らかにする。

このレポートは、 IHDPの産業転換プロジェクトに提出する。

c. 「都市環境インフラ整備のための戦略」レボート

交通渋滞を緩和するための公共交通機関の設證、大気汚染対策、資源再利用、自然

エネルギーの効率的な使用等についての方策を取りまとめる。

d. 「アジア都市における環境管理能力向上のための戦略」レポート

アジア都市における法、規則、資金供給、技術、人材育成などの環境ガバナンスを

向上するための方策をまとめたレボートを作成する。

5. スケジュール

●初年度(1988/99): プロジェクトの準備と立ち上げ

1998年 2月8-10日 地球環境に関する戦略的調査のための国際ワークショップ

1998年 2月 研究ガイドラインの作成
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1998年3月

199呼 4月～

殴初のケーススクディ都市の選択(5-7都市／中国、韓国、イン

ドネシア、日本）

現地囮査グループの組織化

最初のケーススタディ都市の研究開始

ケーススタディ都市での会合

ケーススクディ都市の現地岡査

現地ワークショップ、現地会合

1998年7月23-25日 第1回プロジェクトグループ会合

1998年7月-8月

1999年2月

（ワークショップ「産業転換過程の都市」、 IHDPの産業転換プロ

ジェクトとのジョイントミーティング（北九州市））

常勤スタッフメンパー、訪問研究員、現地関査員によるワーキ

ンググループ会合(IGES湘南国際村

第2回グループ会合

追加実施するケーススクディ都市の選択

●2年目(1999/2000): ケーススクディの継統と評価／比較研究の開始

1999年 4月一

2000年2月

2000年3月

最初のケーススクディ都市の研究継統

追加されたケーススクディ都市の研究の開始

ケーススクディ都市での会合

ケーススタディ都市の現地胴査

．現地ワークショップ、現地会合

ケーススタディ都市の政策レピュー会合

第4@Jグループミーティング

中間報告

●3年目 (2000/01): プロジェクトの完了、成果の発表・普及

1998年 4月～ ケーススタディの継統

ケーススタディ都市の政策レビューペーパーの準備
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2000年7月ー8月

20001年3月

2001年 10月

総合分析レポート草案の作成

ケーススタディ都市での会合

ケーススクディ都市の現地調査

現地ワークショップ、現地会合

ケーススタディ都市の政策レピュー会合

2000年 5月第5回グループ全合

常勤スクッフメンバー、訪問研究員、現地調査員によるワーキ

ンググループ会合(IGES湘南国際村）

第6回プロジェクトグループ会合

ケーススクディの最終報告

全体レボート紬備のためのワークショップ

総合分析レポートの発表

6. 研究チームの構成と協力体制

プロジェクトリーダーは、井村秀文九州大学教授。山下彰ー教授（広島大学）、早瀬

隆司教授（長崎大学）、李志東教授（長岡技術科学大学）、谷津龍太郎氏（国連大学高等研

究所）、松本亨氏（九州大学）がこれを支援する。 1GESの常任研究チームは金子恨治氏

と、近日中に加わる数人の研究者で構成される。中国からは、史培軍教授（北京師範大

学）、夏光博士（中国国家環境局環境・経済政策研究中心）、任勇博士（中国国家環揉保

護周環現・経済政策研究中心）、胡秀蓮博士（国家計画委員会科学院能源研究所）が参加

し、現地専門家と共同で、中国の都市（深珈、大連上海、重変、その他いくつかの都

旬のケーススタディチームを立ち上げる。韓国からは、 C.キム博士（ソウル大学）、鄭

會鹿博士（韓国珀没政策・評価研究院）、李東根（祥明大学）が参加し、現地専門家と共

同で、韓国の都市（ウルサン、インチョン）のケーススタディチームを立ち上げる。日

本からは、勝原健教授（東亜大学）が、篠原亮太博士（北九州市）、松本亨氏（九州大

学）、中山裕文氏（九州大学）との共同で北九州市のケーススクディを行う。また、浮田

正夫教授（山口大学）は、宇部市と共同で宇部市のケーススタディを行う。インドネシ

アでは、 Soerjanj教授がケーススクディーチームを統括する。また｀必要に応じて新た

な研究チームメンバーを追加指名する。
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都市の発展状況
●人口、経済、生産
●競・エネJぽ—睛
●自動車、交通

都市環坦の状況
●大気
●飲料水、 河川、海

●廃棄物
●住宅、公園、緑

企
（意識、体宕L対策）

市民、消買者
（意識行動、教育）

アジアの菌市化
と環卿暉に関
する現状評価、
碑の経験、成

功と失敗、直面
· T-~ 課題

IHDP産業転換プロジェクト IHDP 1999 J
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森林保全- -
企画者：礎崎博司

1. 背景

森林は木材や非木材産物の生産にとって重要であるだけでなく、生物多様性の保

全、水源涵養、地球温暖化防止などにとっても重要な役割を果たしている。しかしな

がら、森林は地城ごとに生物学的な特性が異なる。また、地元社会の森林に対する価

値評価と関与形態も、場所によって大きく異なる。したがって、生物・生態学的には

同種の森林であっても、社会的な条件によって必要な対策は異なる。さらに、開発途

上国においては木材価値に蛍点が證かれることが多い。そのために、統一的な国際基

準に甚づく対応策を定めることは困難であり、また、科学的で客観的な論膜が難し

い。その結果、現状では、森林の保全管理は各国の国内的措證に委ねられている。

1992年のUNCED(国連環境開発会職）において、森林の保全は重要課題の一つとな

り、アジェンダ21に森林減少対策が盛り込まれ、森林原則声明も採択された。その時

点では、森林条約について合意は得られなかったが、その後、 IPF(政府岡森林パネ

ル）、 WCFSD(森林及び持続可能な開発に関する世界委貝会）等多くの国際的主叩権の

もとで、すぺてのタイプの森林に関して、世界規模の森林減少及び劣化に歯止めをか

けることが可能な解決策作りがなされている。また、アジェンダ21の見直しと実行の

評価が行われた1997年6月の国連特別総会おいても、法的拘束力のある措證に関する

政府間交渉プロセスの確立のために、森林保全に関する国際合意に向けたコンセンサ

ス作りが継続されること、そしてそれらの作業がIFF(政府問森林フォーラム）に引き継

がれることが確認され、 IFFは人間社会全体にとって重要なこの問題の国際的解決策の

方向性を完成することが期待されている。

過去において、森林の様々な面に関する論争の多くは、特定の森林活動分野に焦点

が笹かれ、また、森林減少及び劣化の直接的な原因に関するものであり、必ずしも森

林と社会全体（潜在的原因）との横断的側面、あるいは連結性に焦点を歴いてこなかっ

た。 NGOsは、殴も緊急の課題の一つである森林減少、劣化の潜在的原因に貨献しよ

うと主導権を発押し、国迎特別総会の後、調査プロジェクトを開始した。 IFFは1999年

初頭にこの問題にかかる世界規模のワークショッブを開催する予定であり、幾つかの

政府や国際的NGOsの研究チームによる事例研究の他、この研究チームがこの政府間

プロセスに瞬査結果を提出しようとしている。
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他方、 1994年には、改定されたITTA(国際熱帯木材協定）が採択された。そこでは、

持統可能な林業管理が行われている森林から生産された木材のみを貿易対象とするこ

とを定めた「2000年目標」が定められており、そのための国際協力が求められている。

また、熱帯林以外の温帯林•北方林については、持統可能な管理のための甚紬と指標

が定められている。しかしながら、それらの協定や基準は大枠を示しているだけであ

り、個々の森林にそれらを当てはめる手法やそれらを国内で実施していくための政策

手法は確立していない。

2. 目的

以上のように、森林問題が国際的関心を集め、対策が強く求められているにもかか

わらず、総合的、体系的な研究は始められたばかりであり、国際的な森林保全のため

の戦略を策定することが緊急の課題となっている。そのため、本研究は、アジア太平

洋諸国における森林の保全と持続可能な管理を確立するための国際戦略およびその実

施にあたって必要とされる法的、政策的支援手法を提示すること、ならびに、北方林

を含むその他の地域についても分析と検討を行い、森林に関する世界戦略に含まれる

べき基本項目を提示することを目的とする。

そのためには、森林について各地で生じている問題の国内的要因と国際的な要因に

ついて分析し、整理しなければならず、特に、生産段階および流通段階について、ま

た同様に森林減少、劣化の潜在的原因について問題点と解決策を明らかにする必要が

ある。

第一に、生産段階については、参加型の森林管理制度の構築が強く求められている

ため、地元住民の参加に基づく地域共有財産としての森林の望ましい管理制度を提酋

するとともに、国民全体の監視と参加に基づく国民の財産としての森林の管理制度に

ついても各国別に提言することとする。他方、このような管理制度を支える基盤とし

て、森林への負荷が比較的小さい非木材森林産物の持続可能な利用が必要とされてい

るため、現状を分析し望ましい利用策を提案することとする。

第二に、流通段階については、持統可能な管理が行われている森林だけからの木材

貿易が求められているため、非木材森林産物も含めて好ましい国際取引規制に関する

検討を行い、提言することとする。その際、提唱されている木材認証制度とともに、

消費段階における使用規制や購入規制についても検討を加える。

また、 ITTAの下の様々なガイドラインや温帯林 • 北方林の管理基準を適用する際に
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必要とされる法令、行政制度、経済手法などについても検討する。

3. 方法

本研究では、持続可能な森林管理または森林の再生・復元などにOOする自然科学分

野におけるこれまでの研究成果を前提とするため、必要な範囲で関連する文献や資料

を収集し、把握する。

森林減少、劣化の潜在的原因の解明には、異なる国々における木材貿易を通じた地

域社会の相互依存関係が歴史的視野から分析される必要があり、それは、未来に向け

た社会の発展と文明のための選択可能な方法の提示を目指すものである。

次に、参加型森林管理制度については、社会科学分野の多様なアプローチから具体

的な対応策に関する理論的な分析と検討を行うとともに、実効性の高い対応策を探る

ために、特に、土地および森林に関する所有形態および恨行的な利用形態、関連する

法制度や行政機構、地元社会の意思決定方法、村民会職や森林官制度の役割などに関

する実態囮査をアジア太平洋諸国において行う。森林産物の望ましい利用形態につい

ても、木材生産、非木材産物、その他の生産用途、また、レクリエーションや観光利

用のそれぞれに関して、地元社会との関係に関する実態調査を行う。その際、環撓影

密評価および社会影習評価制度が事前評価およぴ住民•国民参加に果たしている役割

についても検証する。

他方、貿易管理については、現行の木材貿易の構造を計温経済学的に分析し、検討

するとともに、国内流通および国際取引の実態、また、先進国における使用規制や購

入規制、さらに、木材認証制度などについても潤査を行い検討することとする。

本プロジェクトの効果的な実行のために 4つのサプテーマ、構造分析、木材貿易、

参加型森林管理、法的及び行政的手法、を設ける。

第一に、地城の森林破壊の構造分析及び森林減少、劣化の潜在的原因に関するサプ

グループは、地城の森林減少及び劣化のプロセスと、森林区城や土地利用に影蓉を及

ぽす社会変化（もしくは人間活勁の影懇）のプロセスの関係を確認•することを目的とす

る。また、IFFのプロセス、特に、「森林減少及び劣化」に関して、勧告を提出すること

も予定している。さらに、このグループは、関連する社会にどのような変化が必要と

されるかを明らかにし、勧告政策を提示するものである。

第二に、持続可能な森林管理のための木材貿易政策に関するサプグループは、持統

可能な森林管理を支える望ましい木材貿易計画を得るため、森林資源及ぴ森林管理に
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おける木材貿易の影容を研究する。そのためには、木材貿易構造を把握し、その後、

木材貿易構造を現す計凪経済学的モデルを立て、社会福祉における木材貿易政策の効

果を評価し、また森林資源における木材貿易政策の評価、及び持統可能な森林管理を

支える森林産物のための戦略的政策を提案する。

第三に、参加型森林管理に関するサプグループは、参加型森林管理システムを促進

するために実現可能な戦略を提供し、明記することを目的とする。このグループは、

選択された地域における森林居住者による森林利用に関するフィールド潤査を実行

し、その後、経済的、社会的、文化的側面の特徴を分析、また、地域住民の視点から

参加型森林管理計画を考察し、選択可能な国家森林管理政策を提案する。

第四に、持続可能な森林管理のための法律及び行政的支援手法に関するサプグルー

プは、法律及び行政的支援手法を確認し、発展させることを目的とする。同様に、ア

ジアの森林区域そしてアジア太平洋的視野・哲学に基づく太平洋地域の森林区域にお

ける持統可能な管理を確保し、促進し、支援する地域的甚準やガイドラインの設定も

行う。ダイナミックなアプローチ及び実質的・社会的正義に基づく法律や他の手法を

確認し、発展させるために、それらの実際の適用に重点を證いた視野で、腺連する法

律や規則を調査していく。このグループでは、持続可能な森林管理に関する関連する

国際法、国内法、及び規則の調査、また、地方自治に関する一般的枠組みと機構の潤

査、予防原則と地元参加の観点からの現境影蓉評価プロセスの分析、そして、法律の

管理と実施のための支援手法を提供していく。

これらのフィールド研究は、当初はインドネシア、フィリピン、タイ、ラオス、そ

してベトナムを対象としその後プロジェクトの条件にしたがって、他の地域諸国も対

象としていく。

なお、研究成果を確実なものとするため、年に 4回程度のプロジェクト会合を持

ち、研究の進捗状況、問題点の把担、研究企画の調整、次回までの課題などについて

論職し、検討を進める。また、本研究はプロジェクトメンパーによって行われるが、

研究分野と地域が多岐にわたるために、必要な場合は、腺連する分野または地域につ

いて一定の期間コンサルタントとして研究協力者を定め、特定テーマに関する研究を

依頼することとする。
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4 日程

第一年度(Apr.1998 -Mar. 1999) 

森林管理の現状と問題点、土地および森林に関する所有および利用形態、関連する

法制度や行政機構、地元社会の意思決定制度、森林官制度、文化・民俗・宗教的背

景、非木材産物の生産と利用、木材貿易の現状と課題、森林産物の流通と消費

Apr. 1998 プロジェクト会合 プロジェクトの本格開始のための検討

第二年度(Apr.1999 -Mar. 2000) 

望ましい管理手法、支援手法に関する検討、森林官制度、住民参加形態、森林管理

法令、環境影愕評価、社会評価、焼き畑管理

第三年度(Apr.2000 -Mar. 2001) 

森林管理に醐する管理 ・支援手法の提言、世界森林戦略の提言

5. 成果

本研究を通じて、森林について生じている問題の要因が国内レペルおよび国際レペ

ルにおいて明らかとなり 、その具体的な解決策が示されることとなる。具体的には、

第一に、アジア太平洋地域の地元社会の実俯に応じた森林の持統可能な管理のための

戦略が具現化される。さらに、その戦略を実現させるために必要な社会制度が明らか

となり、必要とされる法的、政策的支援手法が提示される。第二に、アジア太平洋地

域以外においても適用可能な世界森林戦略も描き出される。

なお、このような本研究の成果が現実に実施される制度や手法となるよう確保する

ために、この成果をエコアジアやIFF、あるいはNGOなどの国際的フォーラムに提案

することによって、森林の持続可能な管理に関する国際法制度の確立のための作業に

反映させ、国際合意の促進に寄与することとする。
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瑯境教育の国際協力

企画者：阿部治

1. 背景

環境教育は人々の環境意識の向上、環境問題解決のための技術開発、生活の質と環

境の維持、改善にとって級も有効な戦略の一つである。多くの国やNGOがこれらの目

標達成のために環境教育活動を積極的に展開してきた。しかし、一部の国では今な

お、社会的生態学的持統可能性よりも国の経済発展を優先する必要を惑じており、不

幸にも、これらの国々では環境NGOや他の進歩的な紐織が環焼教育を支援する程のカ

を持っていない場合が多い。けれども、近年この状況は変わりつつある。多くの政

府、 NGO、企業は持統可能性のための教育である環境教育への幅広いアプローチを通

して、環境保全や継統可能な開発を促進するさまざまな環境活勁への取り組みに益々

関心を持つようになってきている。

ユネスコをはじめとする国際機関や日米政府間のコモンアジェンダ、アジア太平洋

環境会議（エコアジア）なども、環境教育を和極的に推進している。しかしこれらのイ

ニシアチプにも関わらず、アジア太平洋地域の環境教育を推進していくためには、い

くつかの課題を提示する必要がある。

その課題とは、これらの地域の環境教育の現状と問題点を明確にすること、効果的

なカリキュラムのための戦略を開発すること、環境教育のための適切なメディアや科

学技術を開発すること、ネットワークを確立し支援することなどである。このよう

に、このプロジェクトは、アジア太平洋地域の生活と環況の質の向上のための環境教

育の研究やコミュニティー開発における人材養成プログラムによって、「環境の質」に

対する意識や関心を高めることに主眼を誼いている。

2. 目的

本研究は、アジア太平洋地域における環境改善のための環境教育分野における戦略

の策定と国際的実施体制を確立することを目的とし、下記のテーマについて具体的研

究を進める。

1)適切な環境教育プログラムを開発すべく、当該地域すべての国を奨励する確実
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な方法を開発し提案する。

2)環境教育を促進し改菩するために当該地城における国やNGOを全般的に支援

する有効なネットワークを構築し提案する。

3)環境教育の改菩を促進するぺく、当該地域内の国家間共同プロジェクトを形成

する。

これらの活動の成果によって、当該地域の環境リテラシーや市民意識の成長が促進

されるのみならず、多様な文化的背魚をも考應する環境教育へのアプローチの確立と

推進につながり、ひいては環境教育領域におけるアジア太平洋的な視点の確立に貢献

することを目指す。

3. 内容 ・方法

本研究プロジェクトは、 UNESCOや欧米、アジア太平洋諸国の政府機関やNGOなど

による環境教育普及の成果を踏まえる。

3:1予備囮査

環境教育の成功は様々な要因の相互作用の結果であり、子ども、ティーンエイ

ジャー、大人、都会や地方の人々、行政機関、政治家、企業、ジャーナリスト、 NGO

などのような多様な社会の構成員からの鋤きかけによる。したがって、本研究プロ

ジェクトのアプローチはアジア太平洋地域の環境教育の質の向上のための適切なテー

マと戦略を明確にするため、あらゆる地域の政府、教育施設、 NGO、企業、メディア

による環境教育活勁状況のレビューから始めることとする。このレビューは、現境教

育と開発、人口、人権、貧困救済、ジェンダー、平和などの問題との関係の重要性を

考慮しており、持続可能性のための教育に向けてのあらゆる分野における教育の再方

向づけのための当該地域における活勁の可能性を明確にすることを可能にするもので

ある。

3.2テーマ毎の研究プロジェクト

環境教育の対象は、子ども、育年、大人、地方住民、行政家、政治家、企業家、

ジャーナリスト、 NGOなど幅広い範囲に及ぶ。従って、環境教育は生涯学習の場すべ

てにおける相互のバートナーシップを対象にする。この場合の環境教育の級大の特徴

は「なすことを通して学ぶ」ということを重要視することにある。
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具体的には、環境敦育の主な主体であるメディア、企業、教員蓑成、 NGOの4つを

研究対象として取り上げる。そのために、本プロジェクトにおいては、まず4つの主

体毎に研究チームを構成して研究を進め、沿終的にはすぺてのチームの共同作業の下

で戦略を作成する。

これらテーマ毎の研究プロジェクトについては、それぞれの調査対象国において共

通の研究方法で実施し、方法には以下の 5段階の研究が含まれる。

1段階：事例研究

事例研究では、選定されたアジア太平洋地域内の幾つかの国において実践されてい

る環境教育の事例を扱う。この事例研究は、個別インタピュー、グループインク

ビュー、コミュニティーミーティングなどの手法を用いて行う。

2段階：基本原則とガイドラインの抽出

事例研究における分析では、戦略の範囲、環境教育実践に影容を与え成功をもたら

した事例に含まれる前後関係や他の要因、直面する障害、といったような重要な課題

を明確化、類型化し、問題点についてはそれらをどのように克服するかを明らかにす

る。これらの分析をもとに、それぞれ4つの分野における環悦教育の「巌菩な実施」に

必要な原則及びガイドラインを抽出する。

3段階：戦略案の策定

前述の原則及びガイドラインをもとに、アジア太平洋地域で広く一般化できるであ

ろう環境教育の戦略案を策定する。戦略の対象は一般的には政府や国際機関である

が、ある場合には企業やNGOなどの関係者に向けた戦略を策定する方が良いこともあ

るであろう。

4段階：戦略案の評価と改訂

アジア太平洋地域における環境教育の専門家などを集めて、セミナーやワーク

ショップを行い、戦略案を評価し、改訂する。これらセミナーやワークショップは、

IGESにとっての将来的な研究と研究活動の必要性をも明確にする役割を持つ。

5段階：戦略の公表と提案

改訂した戦略は出版物として公表し、 4つの分野にそれぞれ黄任を持つ環境教育の

関連機関に提案を行う。
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4. スケジュール

この研究プロジェクトは、基本的には3年間で計画されており、その重要な成果を公

表することによって完成される。しかしながら、 IGESは環境教育を頂要なプロジェク

トの一つとして長期間にわたってプロジェクト化することが望ましい。このプロジェ

クトは、 IGESの他の研究プロジェクトとの統合を意識しており、常に他の研究プロ

ジェクトとの連携と囮整を行うものとする。

1年目

＊アジア太平洋地域における環境教育の予備調査は、国連機関、政府機関、高等教

育機関、メディア、企業、 NGOなど他地域の活動も含んでいる。

＊上述の4つの研究チームの国内外のメンバーに対して、調査のための トレーニン

グセミナーを行う。

*4つの研究プロジェクトを、第1段階から始める。

2年目

＊研究プロジェクトの各段階を実行し、 1、2、3段階については完成させる。

＊調査を深化させるために、欧米を含めた諸外国の環境教育の専門家の参加による

セミナーを開催する。

3年目

＊研究プロジェクトの 4、5段階を完成させる。

5. 期待される成果

すべての個別研究プロジェクトは、原則やガイドライン、指針を策定することで、

アジア太平洋地域の環境教育の実行力と質を高めるための戦略を提案するものであ

る。このプロジェクトの成果は、アジア太平洋地城の環境教育の促進のため、国連機

関、各国政府機関.NGOなどへの提案として利用される。このプロジェクトの成果は

また、環境教育の分野における国際協力の効果的な運用に貢献することができる。
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IGESは、アジア太平洋地域において長期的な囮査を組織し、実行することもまた考虚

に入れるべきである。本研究を推進する ことによって、アジア太平洋地域における環

境教育の実用的ネットワークが種々形成されることが十分期待される。

ワークショップとセミナーは、プロジェクトの戦略を明確にするために行う。

公表には以下の点を含む。

＊アジア太平洋地域での環境敦育全体像調査のワーキングペーパー及び各個別研究

プロジェクト。

＊研究を総括した文書及び、環境教育を運営するための地域的、国家的戦略の提

案。

6. 研究運営

個々の研究プロジェクトはプロジェクトリーダーの指導の下、チームリーダーに

よって統合される。これによって個々のプロジェクトがフレームワークの作成を完了

させ、研究プロジェクト全体に統合させることを確実にする。このようにして研究プ

ロジェクトの各メンバーは、重複するテーマについての研究をすすめるものとする。
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環燒ガバナンス

企画者：加藤久和

1. はじめに

環挽ガパナンスとは、社会がどのように現坑問題に対処するかに関することであ

る。これは、うォーマル及びインフォーマルな制度の相互作用と社会のアクターにも

関連したものである。これらの相互作用は、環境問題がどのように特定ざれ、また、

どのように取り線まれていくのかについて影菩を及ぼしている。アジアの環境ガパナ

ンスの構造は、急速に変化している。国内レペルでは、新しい環境法、プログラム、

制度が確立されつつある。地域及び準地域レベルでも、環境ネットワークや協カス

キームが形成されつつある。このように急速に変化しつつあるガバナンスの構造は、

この地域において環境問題がどのように取り組まれているかにも大きく影特してい

る。それゆえ、この地域の環境ガパナンスの特性を検討することが肝要となってい

る。

2. 背景

各国の環悦政策の発展の初期段階では、激しい産業公害の解決のために、技術志向

の政策や対策が中心的な役割を占めてきた。そのため、研究活動も、自然科学的 ・技

術的なアプローチに基づくものが中心となる傾向があった。しかしながら、「技術的な

対応」だけでは今日の地球環境問題を解決することはできない。なぜなら、こういった

「技術的な対応」は、環境保談のための政策を形成し実施するうえで、各ァククーの利

害や認識の相違を考感に入れないからである。

人間環境問題は、一国の問題ではない。実際この問題は、 1972年の国連人間現況会

議で世界全体で取り組むべき地球規模の第一の問題として国際的な課題に位證づけら

れた。ストックホルム会職は、世界的な環境ガバナンスの推進に大きく寄与する、国

際環境法及び国際機関の進展に弾みをつけるものとなったが、環揉と開発の問題に対

する理解とアプローチについての南北のギャップを埋めることはできなかった。 20年

後、 21世紀に向けた地球規模の行動計画であるアジェンダ21が、リオ・デ・ジャネイ

ロで開催された国連環況開発会議で採択された。国連現境開発会議では、国際社会が

究極の目標である持統可能な発展の実現に努めることで合意しているが、今日でも地

球環境の状態は悪化しており、今後も悪化し続けて、近い将来には悲惨な状態に陥る
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可能性もある。 1980年代からの地球環境問題の出現は、もう既に逼迫している資源状

況や先進国及び発展途上国の環揉ガバナンスの構造に新たなプレッシャーをあたえて

いるため、棗境に対する人間活動の影翌が低減するように、既存の社全秩序や価値体

系を見直し、経済を再構築することが我々にとっての急務となっている。アジア地域

における経済・政治・文化的状況の相違は、この地域における環境問題の解決を複雑

にしている。この地域では、地域的及び地球規模の閑況問題の双方に対処することが

できるようなガバナンス・メカニズムを発展させていくことが望まれるのである。急

速な経済成長の結果、アジアでも環境問題は重要性を増している。この地城の経済活

動が環況に及ぼす影容も甚大となっている。それにもかかわらず、アジア地域におけ

る閑坦協力の歴史は殆どないのである。

3. 目的

この研究プロジェクトの主要な目的は、環境ガバナンスの主要な問題に取り組み、

分析を行い、アジア地域に関して具体的な政策提案を示すことである。 IGESの環揉ガ

パナンス(EG)プロジェクトは、箭報を文害化し、その活動を実施するために体系的な

方法を活用し、 IGESの他の研究領域との強い結び付きを保っていく。研究を通して、

ECプロジェクトでは、この地域の各国における能力構築を支援し、環境と開発への参

加型アプローチを推進していくことを目的としている。

4 基本的アプローチと活動

即ブロジェクトは、3年間で、アジア地域の政策決定を文援できるような有益な成

果を上げるために、それ自身の活動を展開するとともに、他のプロジェク トの領域の

活動にも参加していく 。

このアプローチでは、次のような問題点が挙げられる。

・現蹂ガバナンスの構造はどのように環祝に影智を及ぼしているか。

・グローバリゼーションと制度変化という文脈のなかで、アジアにおける環楼ガバ

ナンスは、この地域の環埃に変化を及ぼすことができるか。

・アジアにはどのような現境ガパナンスの構造があるのか。

• これらの構造はどのように、また、どう いった理由で変化しているのか。
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. ::: れらの環境ガパナンスの構造は、現在、そして今後出現するであろう環境問題

に対処するのに十分なものであるか。

• もしそうでなければ、どのように改菩すべきか。

・地球環現問題のプロセスに対して地域で採る対応とは何か。

• アジア諸国は相互に何を学び取ることができるか。

• どのような政策提案ができるのか。

これらの諸問題は、実際の環境の状況と環境ガバナンスの推進という視点から検討

される必要がある。

4. Iプロセスとアククー

「プロセスとアクター」アプローチが、このプロジェクトにおける殻初の突破口とな

る。このプロジェクトでは、体系的な方法で、どのようなプロセスやどのようなアク

クーがアジア地域の効果的な環況ガパナンスを推進し支援するものであるか、そして

時の経過とともにこれらがどのように変化しているかを検討する。この研究は、今後

の実践的な成果を裏付けることができるよう、他の世界的研究の上に立って行い、そ

ういった研究がアジア地域にも適用され得るか否かを検討する。アクターとプロセス

の研究では、他の要因（科学、国際的な圧力やプロセスなど）がいかに政策と瑶現に影

愕を及ぼすかを羽き出し／緩和することができる。そうすることによって、このプロ

ジェクトでは、政策決定と実施のプロセスのなかで、この地域や準地域におけるグ

ローパリゼーションの重要性に焦点を当てることができるであろう。定義の問題に関

して、「アクター」とは、政策決定者、政府の公務員、職員、市民社会、産業界、科学

者、メディア、地方当局、司法システム、民間団体、国際機関など、環境ガバナンス

に関連するステイクホルダーということができる。「プロセス」とは、意思決定の仕組

み、制度、・フォーマル（法律や規制など）とインフォーマル（行政指導など）な手法、そ

して、仕組みや制度手法及びアクターの関係に影容を与える何らかの成果を含む。ま

た、「プロセス」は、政策課題の設定、実施、遵守についての問題にも関迎するもので

ある。

4.2国内及び準地域のガバナンス・システム

幾つかの国内及び準地域なガパナンス・システムを選択し、横断的な方法で比較を
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行って検討する。国内及び準地域のガパナンス・システムについての問題点には 次`

のものが含まれている。どのように意思が決定されているのか、誰が決定しているの

か、決定がどのように実施されているのか、どのような伯報がどこから提供されてい

るのか、ブロセスがどのように再検討されているのか、内部的及び外部的な要因がこ

れらにどのように影需しているのか、どのようにシステムが評価されているのか,r .. i 

題への対応に適したものであるか。

他のプロジェクト領域に対する焦点

こうした研究が基礎的な役割を果たせるように、 EGプロジェクトはIGESの他の研

究プロジェクトの領域と共勤することが大切である。 EGプロジェクトは、特定の問題

に集中して再検討と提案を行うために、 (1)気候変動、 (2)森林保全、 (3)都市化と環境

のプロジェクトに痘点を唇さ、それらと共勁する。

EGプロジェク トは各国及び各準地域の研究にあたっては、特に、この 3つのプロ

ジェクトの領域に関連する問題を配慮し、この地域で効果的な環境ガバナンスやその

成果を推進するために、関連するアクターに提言／提案を行っていく 。経済的手法や

資金メカニズムとそれらの影容、そして民営化とグローバリゼーションの環境ガバナ

ンスヘの影需も考察する。

4.3ワーキングペーパー・シリーズ

EGプロジェクトでは、「ワーキングペーパー」のシリーズを発行する。これらは、国

内及び準地域からの視点に焦点を当てる。 ここでカパーするトピックには、 (1)アク

クーとプロセス、 (2)環税に対する含意、 (3)準地域的な協力への含意、 (4)政策提案が

含まれる。さらに、ガバナンスのインプッ トを他のプロジェクトに効果的に提供し、

他の領域との橋渡しするものとして、他のプロジェクト領域と関連／共同してペー

パーを困き下ろす。この目的は、効果的にIGESの全体としての成果をとりまとめ、支

援しようとするものである。

4.4他のプロジェクト領城との関係

EGプロジェクトがIGESの他のプロジェクトの領域と共に活勁する方法は、次のと

おりである。
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(1)気候変動

プロジェクトの相互関係のなかで、北束アジアと南アジアのガパナンスの問題に

焦点に当てる。考感すぺき問題として、地域的な合意の可能性、国際協力、そし

て国際及び国内の環境法や政策を実施するために市場を基礎にしたメカニズムを

利用する方法がある。

(2)森林保全

束南アジアに焦点を当てた研究では、森林破壊におけるガパナンスの側面を含め

て、従来のアプローチを超えた森林管理のよりホリスティクな視点を提供するも

のとなる。

(3)都市化と環境

EGプロジェクトと都市化・現現プロジェクトの相互関係では、環境問題とその

解決策が凝縮した都市の検討に焦点を当てる。それによって、水や大気といっ

た、• 一つないし二つの問題を選んで、準地域レベルにおけるガバナンスのシステ

ムがどのようにこれらの問題に影密を及ぼしているかを検討する。

(4)環境教育の国際協力

EGプロジェクトは、国際的／地域的な環境条約の実施／遵守を促進するための

トレーニング資料の作成において協潤する。その目的は、各国の制度的な対処能

力を構築し、 トレーニング実施者や一般大衆が法、人権、科学などを理解して、

より一階積極的にガバナンスのプロセスに参加できるようにする点にある。

4.5地理的な範囲

この研究を実施するために、 IGESは国内及び準地城からの視点を深めるように9、幾

つかの国々とのネットワークを築いていく。研究の対象として最初に、日本、中国、

インド、クイを選ぶ。このプロジェクトでは、同じタイプの問昭点について準地城的

なレペルでも検討を加える。準地城として、北東アジア、東南アジア、南アジアが選

択されている。

4. 糾来シナリオの作成

EGプロジェクトは、この地域に関する数多くのシナリオを作成する。これらのシナ
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リオは、「もし何かが」のアプローチを基礎にして、グローパリゼーションと民主化が

この地域に及ぼす影愕そして自然破壊や金融市場の崩壊などの不測な危機といった問

題を検肘する。この目的は、各国と各準地域を支援して、この地域における環境をよ

り良く変化させ、それを推進することに適合させていく点にある。

5. スケジュール

1年目 ：

1伍初の 3か月は、研究実施の支援のために必要なネットワークの構築に充てる。

2. この 3か月の間に、 EGプロジェクトはアジアとその他地域で展開している研究活

動とその成果のサーペイを行う．これらは、今後の活動の基礎となる。

3.EGプロジェクトでは、体系的な研究枠組みを適用して、 4つのカントリー・ペー

パーを作成するためのネットワークを構築し、展開する。その後の9月で、カン

トリー・ペーパーの初椙がまとめられる。

4. カントリー・ペーパーの作業の過程で、アクターとプロセスについての準地域の

研究にも着手する。

5. このプロジェクトにおける重点を確認し．この問題に関連している政策決定者に

参加してもらうためにワークショップを開催する。

2年目：

1. 4かOOについてのフォローアップ・ワーキングベーバーのシリーズが作成され、

ここでは、特にIGESの3つの研究課題一気候変動、森林保全、都市化と環境ーに

ついて提営を行うことを考怠に入れる。

2. 一般的に、若しくは3つの研究課題とのOO係で、準地域の研究も行う。

3. このプロジェクトの重点を確認し、政策決定者などのキーパーソンを参加させる

ためにワークショップを開催する。

3年目：

1. このブロジェクトでは、各国と各準地域におけるシナリオ・アプローチを展開す
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る。

2. このプロジェクトの出版物の最終のとりまとめを行う。この出版物では、 IGESに ・

おける研究の成果を統合するものとなる。

3. この地域への勧告は、これらの問題領域につい行う。

4. 研究成果を普及し、その後の活勁を計画するために、政策決定者のための国際会

職を開催する。

6. 期待される成果

EGプロジェクトに期待される成果は、次のとおりである。

1. アジアとその他地域における環境ガパナンスのサーベイ・ペーバー

2プロジェクトとその結果の実施のためのネットワークの確立と運営

3. カントリー・スクディ

4. 準地域の研究

5・ワ:-クショップ

6政策決定者のための国際会艤

7. 出版物
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